
 

 

  

 
 

フレックスタイム制勤務規程 
 
 
 

（総則） 

第１条 就業規則第７条第３項に規定するフレックスタイム制勤務については、この規程の定める 

ところによる。 
 

（適用者） 

第２条 財団に常時勤務する職員は、事務局長の承認を受けて、フレックスタイム制勤務をするこ 

とができる。 
 

（承認） 

第３条 事務局長は、第２条に定める承認をするに当たっては、必要な範囲において、当該職員の 

所属長及び分掌事務に関連する事務を担当する職員などの意見を聴かなければならない。 
 

（制度の対象日、対象時間） 

第４条 本制度を適用する日及び時間帯は、就業規則に定められた出勤日の午前 8時から午後 9 

時までとし、フレックスタイム制勤務を行う職員は当該時間の中で各職員の判断により出退 

勤し、労働できるものとする。 

 

（清算期間） 

第５条 清算期間は、３ヶ月とし、その区分は次のとおりとする。 

 （１）第１四半期  ４月１日 ～ ６月３０日 

 （２）第２四半期  ７月１日 ～ ９月３０日 

 （３）第３四半期 １０月１日 ～ １２月３１日 

 （４）第４四半期  １月１日 ～ ３月３１日 

２ 第１四半期は４月、５月、６月、第２四半期は７月、８月、９月、第３四半期は１０月、１１ 

月、１２月、第４四半期は１月、２月、３月の各月に区分して時間管理を行う。 

 

（標準労働時間） 

第６条 1日の標準労働時間を７時間とし、標準時間帯の開始時間及び終了時間は、普通勤務の就 

業時間割による。 
 

（清算期間における契約時間） 

第７条 清算期間における契約時間（所定労働時間の総枠）は、その清算期間（3ヶ月間）の所定 

労働日数に 1日あたり７時間を乗じて得た時間とする。 
 

（時間外勤務） 

第８条 次の場合は、時間外勤務とする。 
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（１）第 4条に定める本制度の対象時間帯以外の時間帯に勤務した場合 

（２）清算期間の開始から 1ヶ月ごとの期間に区分したとき、それぞれの月の 1週間の平均労働時間 

が 50時間を超えた場合（前号の時間を除く） 

（３）清算期間中の実労働時間が契約時間を超過した場合（1号及び前号の時間を除く）  

２ 職員が前項の時間外勤務を行う必要があるときは、事前に、所属長に届け出て、その許可を得 

なければならない。 
 

（不足時間の取り扱い） 

第９条 清算期間中の対象者の実労働時間が契約時間に満たないとき（以下、契約時間に不足する時 

間を「不足時間」という）は、不足時間を時間単位で給料から減じる。 

２ 前項にかかわらず、やむを得ない事由によって不足時間が生じたときは、欠勤、遅参、早退の取り 

扱いは行わない。 
 

（就業指示） 

第１０条 事務局長又は所属長は、業務上やむを得ない場合に標準時間帯の特定時の就業を指示す 

ることがある。 

２ 前条により指示された就業時間を過ぎて始業したときは、遅参として取り扱う。 
 

（休日労働の取り扱い） 

第１１条 休日労働は、フレックスタイム制勤務の対象としない。 
 

（休暇及び代休日の取り扱い） 

第１２条 休暇及び代休日の賃金計算上の時間は標準時間による。 
 

（中途退職者等の取扱い） 

第１３条 退職、人事異動、新規採用等により、1回の清算期間（3ヶ月）のうちの一部の月につい

てフレックスタイム制が適用された者については、制度適用月の契約時間の上限を超えた労働に

ついて時間外労働手当を支払う。 

 

（細則） 

第１４条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
 

附則 

 
 

この規程は、平成７年５月３０日から施行する。 

 

附則 

 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
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附則 

 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


